
 

 

 

今年、 ４月２１日の名古屋地方裁判所近藤裁判長は蒲郡駅刑事事件に対

し「不当判決」を言い渡した。私たちは、この「不当判決」に対し即座に控訴を

行い、第一審判決の不当性を職場から暴きだしてきました。 

ＪＲ東海労新幹線地本は全組合員の参加を要請すると共に、加藤誠二さん

の完全無罪と即時職場復帰をかち取る為に、職場からの闘いを広範に作り出

すため、新幹線地本は最先頭で闘っていきます。 

 

■ 日時 2009 年 9 月 7 日 14 時～ 

    13 時 名古屋高等裁判所集合 

         傍聴券獲得行動もあります。 

 

     公判終了後 

 １５時から 「９・７蒲郡駅事件控訴審勝利決起集会」 

  場所    「桜華会館・松の間」 
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